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再生可能エネルギー理解醸成事業業務委託仕様書（案） 

 

この仕様書は、福島県（以下「委託者」という。）が「再生可能エネルギー理解醸成事

業業務委託」（以下「本業務」という。）の仕様等に関し、必要な事項を定めるものであ

る。 

 

１ 委託業務名称 

  再生可能エネルギー理解醸成事業業務 

 

２ 事業目的 

福島県再生可能エネルギー推進ビジョン２０２１において掲げている、「２０４０年

頃を目途に、県内のエネルギー需要量の１００％以上に相当する量のエネルギーを再生

可能エネルギーで生み出す」という目標（以下「２０４０年再エネ１００％」とい

う。）に関して、県の取組や今後実現していく未来のイメージを県民と共有するため、

幅広い県民を対象とした再生可能エネルギー（以下「再エネ」という。）などの理解醸

成に繋がるイベントを実施する。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

  ※イベント開催時期によって、契約期間を変更する場合がある。 

 

４ 委託業務内容 

（１）イベントの企画立案・調整 

   委託者の意向を踏まえ、自由な発想により企画案を作成し、委託者の承認を得た上

で内容を確定させること。 

なお、企画案は以下の内容に沿って作成の上、委託者へ提案すること。 

ア 内容 

【狙い】 

「２０４０年再エネ１００％」の実現を目指す本県において、再エネ等（太陽光、

風力、水力、地熱、バイオマス、水素、その他）の理解醸成に繋がるイベントを開催

し、県民の関心を喚起する。 

   【メインターゲット】 

    ・再エネ等に関する興味や関心がない又は低い人 

・親子連れを中心とした幅広い層 

   【概要・構成】 

再エネ等に関する最新の情報とともに、過去の本業務とは異なる新たな手法や観

点を取り入れた方法により、以下のとおり実施すること。 

 



 2 / 5 

 

（ア）県民、特に子どもが、体験や参加を通じて体を動かしながら、再エネ等につ

いて理解を深めることができるイベントであること。 

（イ）再エネ等に係るステージやトークセッション等、更なる理解促進のほか、集

客効果が認められるイベントであること。 

  イ 開催期間及び回数 

    令和８年１１月２１日から令和９年２月２８日までの間の土日祝日のうち、１回

開催すること。 

・事情により開催計画から遅延する見込みが生じた場合は、速やかに協議するこ

と。 

  ウ 目標来場者数 

    ２，０００名以上とする。 

  エ 場所・会場 

    「ウ 目標来場者数」を達成できる場所で、かつ以下を満たす場所 

・浜通り地方内（相双地域内開催の計画は、企画提案の審査において加点要素と

する） 

・天候に左右されない屋内施設（屋外にテント等設営も可） 

・商業施設や地域交流拠点等で、一定程度集客・人通りが見込め、「メインター

ゲット」にアプローチが可能な施設 

・過去３年間に福島県エネルギー課の公募イベントで使用実績（※）がない施設 

 ※使用実績は以下のとおり 

令和７年１０月：Ｊヴィレッジ（楢葉町） 

令和６年３月 ：イオンモールいわき小名浜（いわき市） 

 オ イベント名称 

   イベントの名称については、企画提案において示された名称を仮称とし、最終的

な名称は、受託者からの提案を基に、委託者及び受託者が協議の上、決定する。 

カ 調整 

本業務の実施に係る施設管理者や官公署、報道機関等の関係者への対応や調整に

ついては、原則、受託者が対応すること。 

（２）広報 

各種広報媒体を活用し、「ウ 目標来場者数」が実現可能となるよう効果的な広報

宣伝を計画・実施すること。 

（３）事務局運営・イベント（当日）運営 

ア イベント等に関する申込受付、問合せ窓口の設置・問合せ対応 

イ 全体運営マニュアルの作成 

ウ 各種プログラムに係る連絡・調整 

エ 会場の確保及び会場レイアウトの作成（動線確認、サインの検討含む） 

オ 各種プログラムの設営、運営、準備 

カ イベント運営に必要な人員・機材の手配 
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キ イベント実施に必要な外注業者との契約（設営撤去、広報、バス等） 

ク イベント出演者の手配、各種連絡調整、謝金等の支払い 

ケ イベント資料のとりまとめ、印刷及び配布 

コ 来場者数等の集計 

サ イベント当日の記録写真等の作成 

シ アンケートの実施 

ス その他、委託者が必要と認めるもの 

（４）その他 

 ア 上記（１）～（３）に関わらず、目的達成のために必要な業務については、協議

の上、本業務委託料の範囲内で実施すること。 

  イ 業務の実施にあたっては、景品表示法などの関係法令等を十分に確認し、遵守す

ること。 

 

５ 業務体制・著作権 

（１）業務体制 

受託者は以下の内容を踏まえた体制で本業務に臨むこと。 

ア 本業務に関わる責任者及び担当者については、事業開始前に書面にて報告するこ

と。また、本業務の趣旨・内容を十分に理解し、かつ、業務遂行に必要な知識・能

力・経験を有する要員を配置すること。 

イ スケジュール管理を徹底するため、委託者との打ち合わせを密に実施すること。 

（２）著作権 

ア 印刷物、看板、サイン等において使用する素材等において、他者の著作権その他

の権利が及ぶものの使用は可能な限り避けること。なお、これらを使用する際に

は、受託者において、権利者から事前に二次使用を含めた仕様の許諾及び事後にお

いて権利の主張を行わない旨の許諾を得るものとする。 

イ 本業務により製作される成果物の著作権は委託者に属するものとし、成果品の構

成材（写真やイラスト等）については、委託者が二次利用することができるものと

する。 

 

６ 経費負担 

  本業務の実施に係る一切の経費は、本業務委託料の範囲内で対応すること（施設利用

料を含む）。 

ただし、受託者の責めに帰すべき事由により発生したキャンセル料や遅延損害金等は

本業務委託料の対象としない。 

 

７ 提出書類 

受託者は、次の書類を委託者の指定する日までに提出しなければならない。 
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（１）委託業務着手届 

（２）業務工程表 

（３）主任担当者通知書 

（４）委託業務完了届 

（５）個人情報取扱報告書 

（６）その他、委託者が必要と求めるもの 

 

８ 成果品 

受託者は、委託業務を完了したときは、速やかに成果品として実績報告書（任意様

式）の印刷物１部（Ａ４版）及び電子媒体一式を発注者に提出しなければならない。 

なお、実績報告書には次の内容を盛り込むこと。 

（１）イベントの企画運営に関する内容 

（２）イベントの当日写真 

（３）広報の実績 

（４）アンケート集計・分析結果 

（５）その他発注者が必要と認めるもの 

 

９ 契約に関する条件等 

（１）機密保持 

受託者は、本業務を通じて知り得た情報を他に漏えいしてはならない。この義務

は、本業務が終了した後においても、同様とする。 

（２）再委託について 

ア 受託者は、本業務の全部又は一部を予め委託者の承認を得ることなく第三者に委

託してはならない。 

イ 再委託を承諾された場合であっても、受託者が負担する義務と同等の義務を当該

再委託先に負わせるものとする。 

 

１０ 受注者の責務 

（１）本業務に関するトラブル等に関しては、受託者が責任を持って対応すること。 

（２）受託者は、個人情報の保護や労働基準法、労働関係調整法、労働契約法等の諸法令

を遵守すること。 

（３）本業務を通じて知り得た個人情報については、他に漏えいしてはならない。 

（４）個人情報を目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（５）上記（３）及び（４）については、本業務の委託契約が終了した後も同様とする。

なお、個人情報が記載された資料には、本業務完了後、委託者に返還すること。 

（６）本事業に関連する書類・領収書等は、本事業の完了した日の属する会計年度の翌年

度から５年間保存すること。 
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１１ その他 

  仕様書に定めのない事項又は仕様書に関し疑義が生じたときは、委託者及び受託者が

協議の上、決定するものとする。 


